
（参考）

特定電気通信役務提供者の不作為による損害賠償責任の場合の主張・立証（第１項） 

＜特定電気通信役務提供者が情報の流通につき不法行為責任を負う場合の判断構造

＞

ⅰ権利侵害に当たることを知っ

ていたか

ⅱ知ることができたか

Yes 

棄棄却却

不法行為判断へ

当該情報の存在

を知っていたか 
不法行為

の主張

Yes

No 

No

＜被害者が特定電気通信役務提供者に対して情報を削除しないことによる

損害賠償を請求する場合のイメージ＞

（stg）不法行為に基づく損害賠償請求 

不法行為責任阻却事由の評

価を根拠づける事実

Ｘ（ＫＧ）

両者は重なり合う部分もある

が防御方法としては別である

a)特定電気通信によっ

て当該情報が流通して

いることを知っていた

ⅰ 知っていた

ⅱ 知ることができ

たと認めるに足る

相当の理由の評価

を根拠づける事実

過失の評価を障害する事実 

相当の理由の評価を障害す

る事実

b)他人の権利が侵害

されていることを 

ア）権利侵害・故意過失

イ）因果関係

ウ）損害 stg ：訴訟物 
ＫＧ ：請求原因

Ｅ ：抗弁 

不法行為の要件事実

Ｙ（Ｅ）

※ 不法行為責任阻却事由の例としては、正当防衛、緊急避難、正当業務行為等がある。
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